
 
 
 
 
 
 愛知県では、平成１９年度より、在宅障害者や授産施設などの福祉的就労の利用者の一般

就労への移行を支援するための支援者を育成するため、障害者就労支援関係事業所の職員を

対象とした「就労支援者育成研修」を開催するとともに、研修修了者の職場等への派遣事業

を実施しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※就労支援者の派遣等に関する費用は愛知県が負担します。 

※職場実習中における障害のある方の傷害保険の加入は愛知県が負担します。 

※平成 21 年度の本事業の対象期間は、平成 22 年 3 月上旬までです。 

 
お近くの事業所をご紹介いたします 

愛知県 産業労働部 労政担当局就業促進課 

高齢者・障害者雇用対策グループ 

担当：鈴木 

電話：052-954-6367 

E-mail: shugyo@pref.aichi.lg.jp  

社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 

 就労支援者養成研修・派遣事業グループ 

担当：鈴木、三好、河村、菅沼 

電話：052-841-9888 

E-mail：youseikenshu@aju-cil.com 

 

愛知県障害者就労支援者派遣事業のお知らせ 

・職安での仕事探し 

・求人条件の確認 

・応募への準備 

・面接の同行 

・職場訪問 

・その他必要な支援 

障害のある方に対して 

 

 

・障害のある方の職場定着 

・求人や受け入れに 

あたっての相談 

事業主様に対して 

 

障害のある方や事業主様に対して、支援計画を作成し、必要に応じて職場の訪問

及び助言を行います。 

派遣事業の内容 


